
児童福祉法 

（昭和二十二年十二月十二日法律第百六十四号） 

第五十六条  第四十九条の二に規定する費用を国庫が支弁した場合においては、厚生労働

大臣は、本人又はその扶養義務者（民法 に定める扶養義務者をいう。以下同じ。）から、都

道府県知事の認定するその負担能力に応じ、その費用の全部又は一部を徴収することがで

きる。  

○２  第五十条第五号、第六号、第六号の三及び第七号から第七号の三までに規定する費

用を支弁した都道府県又は第五十一条第一号及び第二号に規定する費用を支弁した市町

村の長は、本人又はその扶養義務者から、その負担能力に応じ、その費用の全部又は一部

を徴収することができる。  

○３  第五十条第六号の二に規定する保育費用を支弁した都道府県又は第五十一条第三号

若しくは第四号に規定する保育費用を支弁した市町村の長は、本人又はその扶養義務者か

ら、当該保育費用をこれらの者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して保

育の実施に係る児童の年齢等に応じて定める額を徴収することができる。  

○４  前項に規定する額の収納の事務については、収入の確保及び本人又はその扶養義務

者の便益の増進に寄与すると認める場合に限り、政令で定めるところにより、私人に委託す

ることができる。  

○５  第二十一条の五に規定する医療の給付を行う場合においては、当該措置に要する費用

を支弁すべき都道府県の知事は、本人又はその扶養義務者に対して、その負担能力に応じ、

その費用の全部又は一部を同条に規定する医療の給付を行う医療機関（次項において「医

療機関」という。）に支払うべき旨を命ずることができる。  

○６  本人又はその扶養義務者が前項の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又

は一部を医療機関に支払つたときは、当該医療機関の都道府県に対する当該費用に係る

請求権は、その限度において消滅するものとする。  

○７  第五項に規定する措置が行われた場合において、本人又はその扶養義務者が、これら

の規定により支払うべき旨を命ぜられた額の全部又は一部を支払わなかつたため、都道府

県においてその費用を支弁したときは、都道府県知事は、本人又はその扶養義務者からそ

の支払わなかつた額を徴収することができる。  

○８  都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による負担能力の認定、第二項若しくは

第三項の規定による費用の徴収又は第五項の規定による費用の支払の命令に関し必要が

あると認めるときは、本人又はその扶養義務者の収入の状況につき、官公署に対し、必要な

書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。  

○９  第一項から第三項まで又は第七項の規定による費用の徴収は、これを本人又はその扶

養義務者の居住地又は財産所在地の都道府県又は市町村に嘱託することができる。  

○１０  第一項から第三項まで又は第七項の規定により徴収される費用を、指定の期限内に

納付しない者があるときは、第一項に規定する費用については国税の、第二項、第三項又

は第七項に規定する費用については地方税の滞納処分の例により処分することができる。

この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。  
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